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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　首掛け部と表示部とが折罫線を介して連設された板状シートからなるボトル用表示体で
あって、首掛け部は、分離した２本の切込み線と、これらを接続する２本の谷折罫線とに
よって区画された中心部と、その外側の周縁部とからなり、中心部は、ボトルキャップの
上面に接する天面板と、該天面板と周縁部とを山折罫線と前記谷折罫線を介してつなぐ２
枚の接続板とからなる台形形状をなし、周縁部は、周縁部中央部の谷折罫線が谷折りされ
たＶ字型形状をなし、周縁部の前記中央部の谷折罫線の内側延長線上に、ボトル首部のあ
ご部に係止させる係止突起を設けたことを特徴とするボトル用表示体。
【請求項２】
　前記表示部は、表面板と裏面板とからなり、ボトルの首部を貫通可能な首貫通孔を有す
る首係止片を折罫線を介して連設した裏面板を、前記表面板の裏面に固定したことを特徴
とする請求項１に記載のボトル用表示体。
【請求項３】
　前記表示部は、表面板と裏面板とからなり、裏面板は、前記表面板の側面の折罫線を介
して表面板に連設され、該折罫線の対面先端部の糊代において表面板の裏面に固定されて
おり、前記糊代の手前側に設けた開封部を開封することによって表面板の裏面または裏面
板の裏面に表示された隠蔽情報が閲覧可能となることを特徴とする請求項１または２に記
載のボトル用表示体。
【請求項４】
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　前記隠蔽情報が二次元コードであることを特徴とする請求項３に記載のボトル用表示体
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＰＥＴボトル等のボトルの首部に装着して各種情報を表示するための表示体
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＰＥＴボトル、アルミボトル等のボトル形状の容器に飲料を充填した商品が多数販売さ
れている。商品の差別化を図るために、あるいは販売キャンぺーン等の目的で、ボトルの
首部に表示体を装着することが行われる。
【０００３】
　ボトルの首部に装着する表示体としては、さまざまな形状、材質のものが提案されてい
る。最も簡単なものは、ボトルの首部が貫通できる丸孔をあけたタグを首部に引っ掛ける
ものである。しかしこれら簡単な構造のタグは、取り付けも簡単である反面、簡単に外れ
てしまったり、回転してしまい、肝心の表示機能を発揮しない場合がある。
【０００４】
　特許文献１に記載された商品添付用リーフレットは、提供可能な情報量を増やすために
、表示部分を折り畳み式のリーフレット構造としたものである。
【０００５】
　特許文献１に記載された商品添付用リーフレットは、大量の情報を提供することが可能
であり、しかも折り畳んだリーフを糊付けしてあるため、開封しないと閲覧することがで
きない隠蔽情報を保持することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開2000-39843号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特許文献１に記載された商品添付用リーフレットは、ボトルへの取り付け方法が、貫通
孔にボトルの首部を通すだけの簡単な構造であるために、取り付けた後に、容易に回転し
たり、上下方向に動いたりする欠点があった。
【０００８】
　本発明の解決しようとする課題は、容易に回転したり上下に動いたりすることなく確実
にボトル首部に固定することが可能なボトル用表示体を提案するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
上記の課題を解決するための手段として、請求項１に記載の発明は、首掛け部と表示部と
が折罫線を介して連設された板状シートからなるボトル用表示体であって、首掛け部は、
分離した２本の切込み線と、これらを接続する２本の谷折罫線とによって区画された中心
部と、その外側の周縁部とからなり、中心部は、ボトルキャップの上面に接する天面板と
、該天面板と周縁部とを山折罫線と前記谷折罫線を介してつなぐ２枚の接続板とからなる
台形形状をなし、周縁部は、周縁部中央部の谷折罫線が谷折りされたＶ字型形状をなし、
周縁部の前記中央部の谷折罫線の内側延長線上に、ボトル首部のあご部に係止させる係止
突起を設けたことを特徴とするボトル用表示体である。
【００１０】
　また、請求項２に記載の発明は、前記表示部が、表面板と裏面板とからなり、ボトルの
首部を貫通可能な首貫通孔を有する首係止片を折罫線を介して連設した裏面板を、前記表
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面板の裏面に固定したことを特徴とする請求項１に記載のボトル用表示体である。
【００１１】
　また、請求項３に記載の発明は、前記表示部が、表面板と裏面板とからなり、裏面板は
、前記表面板の側面の折罫線を介して表面板に連設され、該折罫線の対面先端部の糊代に
おいて表面板の裏面に固定されており、前記糊代の手前側に設けた開封部を開封すること
によって表面板の裏面または裏面板の裏面に表示された隠蔽情報が閲覧可能となることを
特徴とする請求項１または２に記載のボトル用表示体である。
【００１２】
　また、請求項４に記載の発明は、前記隠蔽情報が二次元コードであることを特徴とする
請求項３に記載のボトル用表示体である。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明に係るボトル用表示体は、首掛け部と表示部とが折罫線を介して連設された板状
シートからなるものであるから、板紙やプラスチック板を用いて、容易に作成することが
できる。
【００１４】
　また本発明に係るボトル用表示体は、首掛け部が、分離した２本の切込み線と、これら
を接続する２本の谷折罫線とによって区画された中心部と、その外側の周縁部とからなり
、中心部は、ボトルキャップの上面に接する天面板と、該天面板と周縁部とを山折罫線と
前記谷折罫線を介してつなぐ２枚の接続板とからなる台形形状をなし、周縁部は、周縁部
中央部の谷折罫線が谷折りされたＶ字型形状をなし、周縁部の前記中央部の谷折罫線の内
側延長線上に設けた係止突起をボトル首部のあご部に係止させることにより、ボトル首部
に固定可能であるから、首掛け部がボトルキャップに対して面で接し、さらに２つの係止
突起によってボトル首部のあご部に係止するため、ぐらぐらしたり、上下に動いたりせず
、ボトルの首部にしっかりと固定することができる。
【００１５】
　前記表示部が、表面板と裏面板とからなり、ボトルの首部を貫通可能な首貫通孔を有す
る首係止片を折罫線を介して連設した裏面板を、前記表面板の裏面に固定した構造である
場合には、ボトルの首部に対して首掛け部と首係止片の２つの固定手段で取り付けられる
ため、ボトルの首部にさらに確実に取り付けられ、表示体が自然に落下して紛失するよう
な事がなくなる。
【００１６】
　また表示部が首係止片によって拘束されて位置決めされるため、表示部の角度がほぼ一
定となり、表示部が上下にぱたぱた動いたりすることがなくなる。
【００１７】
　またさらに表示部が、表面板と裏面板とからなり、裏面板は、前記表面板の側面の折罫
線を介して表面板に連設され、該折罫線の対面先端部の糊代において表面板の裏面に固定
されており、前記糊代の手前側に設けた開封部を開封することによって表面板の裏面また
は裏面板の裏面に表示された隠蔽情報が閲覧可能となるようにした場合には、表示部を籤
としたり、キャンペーンに応募するための動機付けとするなど、販売促進手段として用い
ることができる。
【００１８】
　この場合に、本発明に係るボトル用表示体は、容易に取り外したり開封して元通りにす
ることができないため、籤や情報だけを不正に取得される危険性を最小限にすることがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】図１は、本発明に係るボトル用表示体の請求項１に係る実施態様の一例を示した
斜視図である。
【図２】図２は、図１に示したボトル用表示体のブランク形状を示した平面図である。
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【図３】図３は、本発明に係るボトル用表示体の請求項２に係る実施態様の一例を示した
斜視図である。
【図４】図４は、図３に示したボトル用表示体のブランク形状を示した平面図である。
【図５】図５は、本発明に係るボトル用表示体の請求項３に係る実施態様のブランク形状
の一例を示した平面図である。
【図６】図６は、本発明に係るボトル用表示体の請求項３に係る実施態様のブランク形状
の他の例を示した平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下図面に従って、本発明に係るボトル用表示体を実施するための形態について詳細に
説明する。図１は、本発明に係るボトル用表示体（１）の請求項１に係る実施態様の一例
を示した斜視図である。また図２は、図１に示したボトル用表示体（１）のブランク形状
を示した平面図である。
【００２１】
　本発明に係るボトル用表示体（１）は、首掛け部（１０）と表示部（２０）とが折罫線
（２）を介して連設された板状シートからなる。首掛け部（１０）は、分離した２本の切
込み線（１１ａ、１１ｂ）と、これらを接続する２本の谷折罫線（１７ａ、１７ｂ）とに
よって区画された中心部（１２）と、その外側の周縁部（１３）とからなる。中心部（１
２）は、ボトルキャップの上面に接する天面板（１４）と、天面板（１４）と周縁部（１
３）とを山折罫線（１６）と谷折罫線（１７ａ、１７ｂ）を介してつなぐ２枚の接続板（
１５ａ、１５ｂ）とからなる台形形状をなしている。周縁部（１３）は、周縁部中央部の
谷折罫線（１８）が谷折りされたＶ字型形状をなしている。本発明に係るボトル用表示体
（１）は、周縁部（１３）の中央部の谷折罫線（１８）の内側延長線上に設けた係止突起
（１９）をボトル首部のあご部に係止させることにより、ボトル首部に固定可能である。
【００２２】
　このように、本発明に係るボトル用表示体は、首掛け部（１０）の構造が、ボトルキャ
ップの上面に接する天面板（１４）を中心とした台形形状の上部分と、周縁部（１３）が
、中央部の谷折罫線（１８）で谷折りされたＶ字型形状の下部分とによってボトルキャッ
プの部分を挟み付けるような構造であるため、堅固に取り付けられ、ぐらぐらしたり、容
易に回転したりしない。しかもボトルへの取付は、ボトル用表示体（１）をボトルキャッ
プに上から被せるだけの簡単な操作で取り付けられる。
【００２３】
　図３は、本発明に係るボトル用表示体（１）の請求項２に係る実施態様の一例を示した
斜視図である。また図４は、図３に示したボトル用表示体（１）のブランク形状を示した
平面図である。図３、４に示した実施態様においては、表示部（２０）が、表面板（２１
）と裏面板（２２）とからなり、ボトルの首部を貫通可能な首貫通孔（２４）を有する首
係止片（２３）を折罫線（２６）を介して連設した裏面板（２２）を、表面板（２１）の
裏面に固定したことを特徴とする。
【００２４】
　図４に示した実施態様においては、裏面板（２２）が折罫線（２５）を介して表面板（
２１）に連設されているが、裏面板（２２）は独立した板片を表面板（２１）の裏面に固
定してもよい。この場合、裏面板（２２）は、糊代のみの小さいものであってもよい。
【００２５】
　首係止片（２３）を設けた場合、表示部（２０）が首係止片（２３）によって拘束され
て位置決めされるため、表示部（２０）の角度がほぼ一定となる。表示部（２０）の角度
は、折罫線（２６）から首貫通孔（２４）までの距離によって決まる。図３の例では、表
示部（２０）はほぼ垂直であるが、この距離を長くすることにより、表示部（２０）の角
度を、上向きにすることもできる。首係止片（２３）によって表示部（２０）が拘束され
る結果、表示部（２０）が上下にぱたぱた動いたりすることがなくなる。
【００２６】
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　図３、４に示したボトル用表示体（１）をボトルの首部に取り付けるには、まず首貫通
孔（２４）をボトルの首部に貫通させ、次いで首掛け部（１０）をボトルキャップに被せ
る。取り付け動作が、上から下への一方向であるから、取り付けに要する手間は、図１、
２に示した実施態様の場合と大差はない。
【００２７】
　首掛け部（１０）の構造は、図１、２に示した実施態様と同様であるので、説明は省略
する。
【００２８】
　図５は、本発明に係るボトル用表示体（１）の請求項３に係る実施態様のブランク形状
の一例を示した平面図である。また図６は、本発明に係るボトル用表示体（１）の請求項
３に係る実施態様のブランク形状の他の例を示した平面図である。
【００２９】
　図５、６に示した実施態様においては、表示部（２０）が、表面板（２１）と裏面板（
２２）とからなり、裏面板（２２）は、表面板（２１）の側面の折罫線（２５）を介して
表面板（２１）に連設され、折罫線（２５）の対面先端部の糊代（２７）において表面板
（２１）の裏面に固定されている（図示せず）。糊代（２７）の手前側に設けた開封部（
２８）を開封することによって表面板（２１）の裏面または裏面板（２２）の裏面に表示
された隠蔽情報（２９）が閲覧可能となることを特徴とする。
【００３０】
　図６に示した実施態様においては、裏面板（２２）の上部に折罫線（２６）を介して首
係止片（２３）が連設されている。
【００３１】
　隠蔽情報（２９）は、商品を購入した人だけに閲覧が許される情報であり、例えば懸賞
の当たり外れを示す籤であったり、懸賞やキャンペーンに応募するためのインターネット
サイトを示す情報としたりすることができる。隠蔽情報（２９）は、一つひとつ異なるユ
ニーク情報であってもよい。
【００３２】
　隠蔽情報（２９）をＱＲコード（登録商標）のような二次元コードとすることもできる
。二次元コードとすることにより、大量の情報を保持することが出来るため、例えば読み
取り機能を持った携帯端末で読み取る事により、即座にキャンペーンに応募したりするこ
とが可能となる。
【００３３】
　隠蔽情報（２９）を閲覧するための開封部（２８）の構造としては、図５、６に示した
ようなミシン目線でもよいし、ハーフカット線等でもよい。開封部（２８）の構造として
は、容易に開封できるが、一旦開封すると開封したことが一目で分かり、しかも元に戻せ
ないものが良い。
【００３４】
　本発明に係るボトル用表示体（１）は、取り付けが容易である反面、簡単に取り外した
り、あるいは一旦開封して元通りにすることはできないため、籤や情報だけを不正に取得
される危険性は、小さい。
【００３５】
　本発明に係るボトル用表示体に使用する板状シートとしては、板紙やプラスチック板を
用いることができる。適当なサイズの板状シートに、オフセット印刷法やスクリーン印刷
法等の公知の印刷方法によって印刷を施し、所定の位置に折罫線や切込み線を加工し、所
定の外形に打ち抜くことにより、図２、４、５、６に示したようなブランクが得られる。
【００３６】
　裏面板（２２）を表面板（２１）の裏面に固定する方法としては、糊代（２７）の裏面
に接着剤を塗布して接着するのが一般的である。材質が熱可塑性プラスチック板であれば
、熱融着によって固定してもよい。
【符号の説明】
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【００３７】
１・・・ボトル用表示体
２・・・折罫線
１０・・・首掛け部
１１ａ、１１ｂ・・・切込み線
１２・・・中心部
１３・・・周縁部
１４・・・天面板
１５ａ、１５ｂ・・・接続板
１６・・・山折罫線
１７ａ、１７ｂ・・・谷折罫線
１８・・・中央部の谷折罫線
１９・・・係止突起
２０・・・表示部
２１・・・表面板
２２・・・裏面板
２３・・・首係止片
２４・・・首貫通孔
２５・・・折罫線
２６・・・折罫線
２７・・・糊代
２８・・・開封部
２９・・・隠蔽情報
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